
議第５３号 

   高山市税条例等の一部を改正する条例について 

高山市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和３年６月１日提出 

高山市長  國 島  芳 明   

提案理由 

地方税法等の改正に伴い改正しようとする。



高山市税条例等の一部を改正する条例 

 （高山市税条例の一部改正） 

第１条 高山市税条例（昭和３０年高山市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額

が２８万円にその者の同一生計配偶者及び扶

養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１０万円を加算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当

該金額に１６万８千円を加算した金額）以下

である者に対しては、均等割を課さない。 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額

が２８万円にその者の同一生計配偶者及び扶

養親族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）

の数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０

万円を加算した金額（その者が同一生計配偶

者又は扶養親族を有する場合には、当該金額

に１６万８千円を加算した金額）以下である

者に対しては、均等割を課さない。 

  

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族申告書） 

第２９条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。

）の支払いを受けるものであつて、扶養親族

（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（

以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２

０３条の６第１項に規定する公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の

第２９条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。

）の支払いを受けるものであつて、扶養親族

（年齢１６歳未満の者に限る。）を有する者

（以下この条において「公的年金等受給者」

という。）で市内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

２０３条の６第１項に規定する公的年金等の

支払者（以下この条において「公的年金等支

払者」という。）から毎年最初に公的年金等



支払を受ける日の前日までに、法規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該公的年金等支払者を経由して

、市長に提出しなければならない。 

の支払を受ける日の前日までに、法規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

付 則 付 則 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき

者のうち、その者の前年の所得について第３

４条の規定により算定した総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額の合計額が、３５

万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族

の数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０

万円を加算した金額（その者が同一生計配偶

者又は扶養親族を有する場合には、当該金額

に３２万円を加算した金額）以下である者に

対しては、第２４条第１項の規定にかかわら

ず、市民税の所得割（分離課税に係る所得割

を除く。）を課さない。 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき

者のうち、その者の前年の所得について第３

４条の規定により算定した総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額の合計額が、３５

万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族

（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族

に限る。以下この項において同じ。）の数に

１を加えた数を乗じて得た金額に１０万円を

加算した金額（その者が同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合には、当該金額に３２

万円を加算した金額）以下である者に対して

は、第２４条第１項の規定にかかわらず、市

民税の所得割（分離課税に係る所得割を除く

。）を課さない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合

の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合

の医療費控除の特例） 

第７条 平成３０年度から令和４年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条

の４第３項の規定に該当する場合における第

３４条の３の規定による控除については、そ

の者の選択により、同条中「同条第１項」と

あるのは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則

第７条 平成３０年度から令和９年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条

の４第３項の規定に該当する場合における第

３４条の３の規定による控除については、そ

の者の選択により、同条中「同条第１項」と

あるのは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則



第４条の４第３項の規定により読み替えて適

用される法第３１４条の２第１項（第２号に

係る部分に限る。）」として、同条の規定を

適用することができる。 

第４条の４第３項の規定により読み替えて適

用される法第３１４条の２第１項（第２号に

係る部分に限る。）」として、同条の規定を

適用することができる。 

  

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第１５条の３ （略） 第１５条の３ （略） 

２～１４ （略） ２～１４ （略） 

１５ 法附則第６４条に規定する市町村の条例

で定める割合は、０とする。 

１５ 中小事業者等が中小企業等経営強化法（

平成１１年法律第１８号）第５３条第２項に

規定する認定先端設備等導入計画に基づき取

得した固定資産のうち、法附則第６４条に規

定する特例対象資産に対して課する固定資産

税の課税標準となるべき価格に乗ずる市町村

の条例で定める割合は、０とする。 

 

 

 



（高山市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 高山市税条例の一部を改正する条例（令和２年高山市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

第２条 高山市税条例の一部を次のように改正する。 第２条 高山市税条例の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 改  正  前 改  正  後 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第５３条 （略） 第５３条 （略） 第５３条 （略） 第５３条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） ２～８ （略） ２～８ （略） 

９ （略）  ９ （略）  

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法

人である内国法人は、第１項の規定により、納税

申告書により行うこととされている法人の市民税

の申告については、同項の規定にかかわらず、同

条第４２項及び法規則で定めるところにより、納

税申告書に記載すべきものとされている事項（次

項及び第１２項において「申告書記載事項」とい

う。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地

方税共同機構（第１２項において「機構」という

。）を経由して行う方法により市長に提供するこ

とにより、行わなければならない。 

９ 法第３２１条の８第５２項に規定する特定法人

である内国法人は、第１項の規定により、納税申

告書により行うこととされている法人の市民税の

申告については、同項の規定にかかわらず、同条

第５２項及び法規則で定めるところにより、納税

申告書に記載すべきものとされている事項（次項

及び第１１項において「申告書記載事項」という

。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方

税共同機構（第１１項において「機構」という。

）を経由して行う方法により市長に提供すること

により、行わなければならない。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法

人である内国法人は、第１項の規定により、納税

申告書により行うこととされている法人の市民税

の申告については、同項の規定にかかわらず、同

条第４２項及び法規則で定めるところにより、納

税申告書に記載すべきものとされている事項（次

項及び第１２項において「申告書記載事項」とい

う。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地

方税共同機構（第１２項において「機構」という

。）を経由して行う方法により市長に提供するこ

とにより、行わなければならない。 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特定法人

である内国法人は、第１項の規定により、納税申

告書により行うこととされている法人の市民税の

申告については、同項の規定にかかわらず、同条

第６０項及び法規則で定めるところにより、納税

申告書に記載すべきものとされている事項（次項

及び第１１項において「申告書記載事項」という

。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方

税共同機構（第１１項において「機構」という。

）を経由して行う方法により市長に提供すること

により、行わなければならない。 

１１～１５ （略） １０～１４ （略） １１～１５ （略） １０～１４ （略） 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国

法人につき、法第３２１条の８第５１項の処分又

は届出書の提出があつた日の翌日以後の第１３項

前段の期間内に行う第１０項の申告については、

第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該

内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受

けたときは、この限りでない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国

法人につき、法第３２１条の８第６１項の処分又

は前項の届出書の提出があつた日の翌日以後の第

１２項前段の期間内に行う第９項の申告について

は、第１２項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認

を受けたときは、この限りでない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国

法人につき、法第３２１条の８第５１項の処分又

は届出書の提出があつた日の翌日以後の第１３項

前段の期間内に行う第１０項の申告については、

第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該

内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受

けたときは、この限りでない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国

法人につき、法第３２１条の８第６９項の処分又

は前項の届出書の提出があつた日の翌日以後の第

１２項前段の期間内に行う第９項の申告について

は、第１２項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認

を受けたときは、この限りでない。 

１７ （略） １６ （略） １７ （略） １６ （略） 

    

（法人の市民税額の不足税額及びその延滞金の徴

収） 

（法人の市民税額の不足税額及びその延滞金の徴

収） 

（法人の市民税額の不足税額及びその延滞金の徴

収） 

（法人の市民税額の不足税額及びその延滞金の徴

収） 

第５５条 （略） 第５５条 （略） 第５５条 （略） 第５５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） ２・３ （略） ２・３ （略） 



４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があつたとき

（当該増額更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項に規

定する申告書（以下この項において「当初申告書

」という。）が提出されており、かつ、当該当初

申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という。）があつた後に、当該

増額更正あつたときに限る。）は、当該増額更正

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市

民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する

市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。

）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する

。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があつたとき

（当該増額更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項に規定する申

告書（以下この項において「当初申告書」という

。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の

提出により納付すべき税額を減少させる更正（こ

れに類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）があつた後に、当該増額更正

あつたときに限る。）は、当該増額更正により納

付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付

金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの

部分に相当する税額に限る。）については、前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人について

された当該増額更正により納付すべき市民税又は

令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税に

あつては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞

金の計算の基礎となる期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があつたとき

（当該増額更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項に規

定する申告書（以下この項において「当初申告書

」という。）が提出されており、かつ、当該当初

申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という。）があつた後に、当該

増額更正あつたときに限る。）は、当該増額更正

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市

民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する

市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。

）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する

。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があつたとき

（当該増額更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項に規定する申

告書（以下この項において「当初申告書」という

。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の

提出により納付すべき税額を減少させる更正（こ

れに類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）があつた後に、当該増額更正

あつたときに限る。）は、当該増額更正により納

付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付

金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの

部分に相当する税額に限る。）については、前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人について

された当該増額更正により納付すべき市民税又は

令第４８条の１５の４第４項に規定する市民税に

あつては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞

金の計算の基礎となる期間から控除する。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

    

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞

金） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞

金） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞

金） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞

金） 

第５８条 （略） 第５８条 （略） 第５８条 （略） 第５８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） ２ （略） ２ （略） 

  ３ 第５５条第４項の規定は、第１項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において、同条第４項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市

民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する

市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。

）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により

３ 第５５条第４項の規定は、第１項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において、同条第４項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納付すべき市

民税又は令第４８条の１５の４第４項に規定する

市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。

）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により



納付すべき税額の納付があつた日（その日が第５

８条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後２月を経過した日より前である場合

には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限

までの期間」と読み替えるものとする。 

納付すべき税額の納付があつた日（その日が第５

８条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後２月を経過した日より前である場合

には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限

までの期間」と読み替えるものとする。 

４～６ （略）  ４～６ （略）  



   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各

号に掲げる日から施行する。 

 ⑴ 第１条中高山市税条例付則第７条の改正 令和４年１月１日 

 ⑵ 第１条中高山市税条例第２５条第２項、第２９条の３第１項の改正並びに同条例付則第５条

  第１項の改正並びに次条の規定 令和６年１月１日 

 ⑶ 第１条中高山市税条例付則第１５条の３第１５項の改正並びに附則第３条第１項及び第２項

の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 号）の施行の日又はこ

の条例の公布の日のいずれか遅い日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の高山市税条例（以下「新条例」という。）第２５条第２項、

第２９条の３第１項並びに付則第５条第１項の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税

に適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号。次項において「令和２年改正

法」という。）の施行の日から令和３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間

」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。次項において「改正

法」という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第６４

条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規

定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築物（中小事

業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契

約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に

規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引き渡しを受

けた場合における当該家屋及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

２ 新条例付則第１５条の３第１５項の規定は、令和３年４月１日以後に改正法第１条の規定によ

る改正後の地方税法附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等

」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規

定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条

に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対

象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、

器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法（平成３０年

法律第２５号）の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては令和２年改正法の施行の日以後に取



得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和３年４月１日以後にリース

取引により引き渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する附則第１

条第３号に掲げる改正及び規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日（当該施行の日が１月１

日である場合には、同日）を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

この場合において、令和３年４月１日から同号に掲げる改正及び規定の施行の日の前日までの間

に取得をした特例対象資産に対する新条例付則第１５条の３第１５項の規定の適用については、

同項中「中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５３条第２項」とあるのは、「生

産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第４１条第２項」とする。 

 


